
   佐賀大学医学部試験の実施等に関する取扱要項  

（平成１６年４月１日制定）  

 （趣旨）  

第１  医学部履修細則第５条における各授業科目の試験の実施及び医学部履修細則

第６条における授業科目等の履修に係る資格要件に関する取扱いについては，こ

の要項の定めるところによる。  

 （試験の実施時期）  

第２  試験を実施する場合は，試験実施の告示を原則として実施日の２週間前に掲

示するものとする。  

 （試験の種別）  

第３  各授業科目ごとに実施する試験の種別は，本試験，追試験及び再試験とする。

２  試験は，各授業科目の担当教員（教科主任を含む。）が実施するものとする。  

 （本試験）  

第４  本試験を受験できる者は，当該各授業科目の担当教員から受験資格を認めら

れた者とする。ただし，複数の教員が担当する授業科目の場合は，当該授業科目

の教科主任がその認定を行うものとする。  

２  前項の規定により，本試験の受験資格を認められなかった者は，再履修をしな

ければならない。  

３  前項の規定により，再履修を課せられた者は，再履修届（別紙様式１）を提出

しなければならない。  

 （追試験）  

第５   追試験は，本試験の受験資格を有し，かつ，傷病その他やむを得ない理由に

より本試験を欠席した者で，当該授業科目の担当教員（教科主任を含む。）が認め

た者に限り，受験することができるものとする。  

２  前項の理由に該当し，本試験を欠席する者は，あらかじめ試験欠席届（別紙様

式２）及び医師の診断書又は理由書（その理由を記載し，説明できるもの）を提

出しなければならない。ただし，やむを得ない事情により，事前に提出できなか

った者は，遅延理由書を添付して，可及的速やかに手続を行わなければならない。  

３  追試験は，当該年度において実施される当該授業科目の再試験の際に行うもの

とする。  

 （再試験）  

第６  再試験は，本試験又は追試験の不合格者のうち，あらかじめ再試験受験願（別

紙様式３）を提出した者で，当該授業科目の担当教員（教科主任を含む。）が認め

た者に限り，受験することができるものとする。ただし，本試験（追試験該当者

を除く。）を無断で欠席した者は，当該学期において実施される当該授業科目の再

試験は受験することができない。  

２  再試験は，当該授業科目の開講期内に原則として１回のみ行うものとする。  

３  再試験における合格の評価は，「可」とする。ただし，次年度以降に当該授業科

目を受講した場合において，その授業科目の担当教員（教科主任を含む。）が教育

上の見地から必要と判断したときに限り，「可」より上位の評価を与えることがで

きる。  

 （追試験又は再試験の不合格者の取扱）  

第７  当該学期内に実施される追試験又は再試験を受験し，不合格となった者は，

次年度以降に実施される試験を，再試験として受験させることができる。  

２  前項の規定により，再試験を受験する者は，各試験科目ごとに再試験受験願を



提出しなければならない。  

 （成績の評価）  

第８  佐賀大学学則第２２条に規定する授業科目の成績の評価は，次の基準による。 

 

評  語  評   点  判  定  

秀  ９０点以上  

合  格  
優  ８０～８９点  

良  ７０～７９点  

可  ６０～６９点  

不  可  ５９点以下  不合格  
 

（医学科の第２年次に開講される授業科目を履修するための資格要件）  

第９  第２年次に開講される授業科目を履修することができるのは，第１年次の学

年末までに開講される科目のうち，別表Ⅰに定める授業科目数又は単位数を修得

した者とする。  

２  前項により資格を認められなかった者は，原級に留まり，未修得の科目を修得

しなければならない。  

（医学科の第３・４年次に開講される授業科目を履修するための資格要件）  

第１０  第３年次及び第４年次に開講される授業科目を履修することができるのは，

第２年次の学年末までに開講される科目のうち，別表Ⅱに定める授業科目数又は

単位数を修得した者とする。  

２  前項により資格を認められなかった者は，原級に留まり，未修得の科目を修得

しなければならない。  

 (医学科の臨床実習を行うための資格要件）  

第１１  第５年次以降に実施される臨床実習を行うことができる者は，次の各号の

いずれかに該当し，かつ，健康診断（胸部Ｘ線検査・ツベルクリン反応検査）の

結果，実習に支障がないと認められた者とする。  

(1) 第４年次の学年末までに開講される授業科目のうち，別表Ⅲに定める授業科

目数又は単位数を修得し，かつ，共用試験のＣＢＴ及びＯＳＣＥに合格した者  

(2)  前号のほか，教授会において，特にその資格を認められた者  

２  前号各号のいずれかに該当し，その資格を認められた者には，「 Student  Doctor

（略称：Ｓ．Ｄ．）」の呼称を与え，臨床実習適格認定書（別紙様式４）を授与する。  

３  臨床実習を行う場合は，ネームプレートを常時着用するものとする。  

４  第１項により資格を認められなかった者は，原級に留まり，未修得の科目を修

得しなければならない。  

（看護学科の臨床実習を行うための資格要件）  

第１２  第３年次後期以降に実施される臨床実習を行うことができる者は，次の各

号のいずれかに該当し，かつ，健康診断（胸部Ｘ線検査・ツベルクリン反応検査）

の結果，実習に支障がないと認められた者とする。  

(1)  第３年次前期までに開講される授業科目のうち，必修科目を修得している者  

 (2) 前号のほか，教授会において，特にその資格を認められた者  

２  前項各号のいずれかに該当し，その資格を認められた者には，「 Student Nurse

（略称：Ｓ．Ｎ．）」の呼称を与え，臨床実習適格認定書（別紙様式５）を授与する。  

３  臨床実習を行う場合は，ネームプレートを常時着用するものとする。  

４  第１項により資格を認められなかった者は，原級に留まり，未修得の科目を修

得しなければならない。  



 （不正行為の取扱）  

第１３  各授業科目の試験において，不正行為があった場合は，次により措置する。  

(1) 試験において，不正行為と認められる行為があったときは，当該学生がその

年度において受講するすべての授業科目の履修（受講）及び試験を無効とし，

原級に留めおく。ただし，前年度以前に履修（受講）した授業科目については，

試験のみを無効とすることがある。  

(2) 不正行為の内容によっては、佐賀大学学則第３９条の規定により処分するこ

とがある。  

 (3) 本項の適用に疑義があるときは，教育委員会において審議する。  

 （試験の結果）  

第１４  試験結果は「○（合格）」又は「×（不合格）」の表示で掲示する。  

２  その他試験に関する詳細なことについては，適宜掲示する。  

３  試験上の注意  

(1)  試験室内では，試験室担当教員の指示による座席又は座席表で指定された座

席に，各自，試験開始までに着席しておくこと。  

(2) 試験時間中は指定された座席の机上に，各自「学生証」を呈示しておくこと。  

(3)  各自「ネームプレート」を着用しておくこと。  

(4)  試験中は，筆記用具以外の物は，机上に置かないこと。  

 

 

   附  記  

 この要項は，平成１６年４月１日から実施する。  

   附  記（平成１７年２月１７日改正）  

この要項は，平成１７年４月１日から実施する。  

附  記（平成１７年６月１６日改正）  

この要項は，平成１７年６月１６日から実施する。  

   附  記（平成１９年５月１８日改正）  

 この要項は，平成１９年４月１日から実施する。  

  但し，平成１９年３月３１日において現に在学する者（以下「在学者」という。）

及び在学者の属する年次に転入学，編入学又は再入学する者については，なお従前

の例による。  

    附  記（平成２０年３月２４日改正）  

この要項は，平成２０年４月１日から実施する。  

但し，改正後の試験の実施等に関する取扱要項第９及び第９の２並びに別表Ⅰ，

別表Ⅱ及び別表Ⅲの規定は，平成２０年度に入学した者から適用し，平成１９年度

以前に入学した者については，なお従前の例による。  

   附  記（平成２１年１月２１日改正）  

 この要項は，平成２１年４月１日から実施する。  

 但し，改正後の試験の実施等に関する取扱要項別表Ⅰ，別表Ⅱ及び別表Ⅲの規定

は，平成２０年度に入学した者から適用し，平成１９年度以前に入学した者につい

ては，なお従前の例による。  

 

 

 

 



別表Ⅰ（第９関係）  

区  分  
最低修得  

科  目  数  

最低修得

単  位  数  
摘       要  

大学入門科目  １  ４   

外 国 語 科 目 ２  ６   

情報処理科目  ２  ３   

専門基礎科目  ６  １１  医療入門Ⅱを除く。  

基礎医学科目  ４  ９   

 

別表Ⅱ（第１０関係）  

区  分  
最低修得

科  目  数  

最低修得

単  位  数  
摘       要  

大学入門科目  １  ４   

主 題 科 目 ８  １６   

外 国 語 科 目 ３  ８   

情報処理科目  ２  ３   

専門基礎科目  ８  １５   

基礎医学科目  １５  ３７   

 

別表Ⅲ（第１１関係）  

区  分  
最低修得

科  目  数  

最低修得

単  位  数  
摘       要  

大学入門科目  １  ４   

主 題 科 目 １０  ２０   

外 国 語 科 目 ３  ８   

情報処理科目  ２  ３   

専門基礎科目  ８  １５  

機能・系統別ＰＢＬ科目の全科目（総括  

講義を除く。）を修得していること。  

基礎医学科目  １５  ３７  

機能・系統別 

Ｐ Ｂ Ｌ 科 目 
１３  ５２  

 


